
専
修
大
学
社
会
科
学
研
究
所
規
程

専
修
大
学
社
会
科
学
研
究
所
規
程

昭
和
三
八
年
九
月
一
日
制
定

昭
和
四
一
年
六
月
二
八
日
一
都
改
正

一昭
和
四
二
年
一
月
ニ
四
日
一
部
改
正

昭
和
四
為
年
一
二
月
－
四
日
一
部
改
正

昭
和
六
一
年
一
二
月
二
一
日
一
部
改
正

専
修
大
学
学
則
第
五
十
条
に
基
一っ
き
、
専
修
大
学
社
会
科
学
研
究
所

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
専
修
大
学
社
会
科
学
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。）

は
、
経
済
学
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す
る
諸
科
学
の
総
合
的
研
究
を
行

な
う
こ
と
を
も
っ
て
目
的
と
す
る
？

〈
事
業
）

第
二
条
研
究
所
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る

事
業
を
行
な
う
。

一
、
研
究
会
の
開
催

ニ
、
特
定
課
題
に
基
く
総
合
研
究

一
『
一
、
実
態
調
査

四
、
公
開
講
演
会
の
開
催

五、
－
機
関
誌
の
発
行

六
、
そ
の
他
研
究
所
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

（
組
織
）

第
三
条
研
究
所
に
、
研
究
組
織
の
部
門
と
し
て
、
第
一
部
、
第
二

部
、
お
よ
び
第
三
部
を
置
く
。

2

前
項
の
部
門
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一
部
を
総
合
理
論
部
門
、
第
二

部
を
現
状
部
門
、
第
三
部
を
歴
史
部
門
と
す
る
。

（
所
員
）

第
四
条
研
究
所
の
所
員
は
、
専
修
大
学
専
任
教
員
の
う
ち
か
ら
、
研

究
所
の
所
長
が
、
第
十
条
に
規
程
す
る
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、

委
嘱
し
た
者
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

2

研
究
所
の
所
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
条
に

規
程
す
る
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
兼
任
教
員
の
う
ち
か
ら
所
員

を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

所
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
前
条
に
規
程
す
る
部
の
う
ち
、
い
ず
れ
か

一
の
部
に
所
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
一
の
所
員
が
、
研

究
の
必
要
に
よ
り
、
同
時
に
ニ
以
上
の
部
に
所
属
す
る
こ
と
を
妨
げ

弘、。

e
’U12
u
w
 （

所
長
〉

第
五
条
研
究
所
に
、
所
長
を
置
く
。

2

所
長
は
、
研
究
所
を
代
表
し
、
所
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
所
長
の
任
命
・
任
期
）

第
六
条
所
長
は
、
所
員
総
会
の
議
決
に
基
づ
き
、
学
長
が
任
命
す
る
。

2

所
長
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
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（
部
長
）

第
七
条
第
三
条
に
規
程
す
る
各
部
に
、
部
長
を
置
く
。

2

部
長
は
、
各
部
ご
と
に
、
そ
の
部
に
所
属
す
る
所
員
の
互
還
に
よ

り
候
補
者
を
定
め
、
所
長
が
そ
の
候
補
者
に
つ
き
所
員
総
会
の
承
認

を
経
て
、
委
嘱
す
る
も
の
と
す
る
。

3

部
長
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

（
会
計
監
査
委
員
）

第
八
条
研
究
所
に
、
会
計
監
査
蚕
員
一
名
を
置
く
。

2

会
計
監
査
委
員
は
、
所
員
の
う
ち
か
ら
、
所
員
総
会
の
議
決
に
基

づ
き
、
所
長
が
委
嘱
す
る
。

3

会
計
監
査
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨

げ
な
い
。

4
会
計
監
査
委
員
は
、
所
員
総
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
研
究
所
の

会
計
に
関
す
る
書
類
を
監
査
し
、
そ
の
結
果
を
所
長
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

5

会
計
監
査
委
員
は
何
時
で
も
会
計
に
関
す
る
帳
簿
お
よ
び
書
類
の

閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

6

会
計
監
査
委
員
は
、
第
十
条
に
規
程
す
る
運
営
委
員
会
の
委
員
又

は
第
十
ニ
条
に
規
程
す
る
事
務
局
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
所
員
総
会
）

第
九
条
所
長
は
、
研
究
所
の
組
織
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

を
審
議
す
る
た
め
、
毎
年
五
月
お
よ
び
十
一
月
に
所
員
総
会
を
招
集

す
る
。

所
長
は
、
所
員
の
総
数
の
四
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
る
と
き

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
所
員
総
会
を
招
集
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

所
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
所
員
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

所
員
総
会
の
議
決
は
、
所
員
総
数
の
過
半
数
が
出
席
し
、
出
席
所

員
の
過
半
数
の
貧
成
が
な
げ
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
運
営
委
員
会
）

第
十
条
研
究
所
の
事
業
の
運
営
に
資
す
る
た
め
、
研
究
所
に
、
運
営

委
員
会
を
置
く
。

2

逮
営
委
員
会
は
、
所
長
、
経
済
学
部
長
、
第
七
条
に
規
定
す
る
部

長
、
研
究
所
の
事
務
局
長
、
事
務
局
長
の
前
任
者
で
あ
っ
た
所
員
お

よ
び
所
長
の
委
嘱
す
る
五
名
以
内
の
所
員
計
十
二
名
以
内
を
も
っ
て

組
織
す
る
。

3

前
項
の
速
営
委
員
の
う
ち
、
所
長
の
委
嘱
す
る
も
の
の
任
期
は
、

そ
の
所
長
の
任
期
か
ぎ
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

（
研
究
参
与
・
所
外
研
究
員
〉

第
十
一
条
所
長
は
、
研
究
所
の
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
、
必
要
が
あ

る
と
開
絡
め
る
と
き
は
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
専
修
大
学
を
定

年
退
験
し
た
所
員
を
研
究
怠
与
と
し
て
委
嘱
し
、
官
庁
、
会
社
、
研

究
所
そ
の
他
学
外
機
関
に
所
属
す
る
者
を
所
外
研
究
員
と
し
て
委
嘱

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

所
外
研
究
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
改
め
て
寮
嘱
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
別
研
究
員
〉

第
十
一
条
の
ニ
所
長
は
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
専
修
大
学
大

学
院
博
士
課
程
修
了
者
を
特
別
研
究
員
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

特
別
研
究
員
は
所
長
の
許
可
を
得
て
、
研
究
会
に
お
い
て
研
究
成

果
を
発
表
し
、
所
報
に
執
筆
す
る
・こ
と
が
で
き
る
。

3
0
特
別
研
究
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
営
委
員
会
の

議
を
経
て
任
期
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈・事
務
局
）

第
十
二
条

．研
究
所
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
事
務
局
を
置
く
。

2

事
務
局
に
事
務
局
長
を
置
き
、
所
員
総
会
の
議
決
に
基
づ
き
、
専

任
教
員
宅
あ
る
所
員
の
う
ち
か
ら
、
所
長
が
委
嘱
す
る
。

3

事
務
局
は
、
事
務
局
長
、
お
よ
び
所
長
が
所
員
の
う
ち
か
ら
委
嘱

す
る
事
務
局
員
若
干
名
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

4

事
務
局
長
お
よ
び
事
務
局
員
の
任
期
は
、
二
年

e

と
す
る
。
た
だ

τ

し
寸
再
任
を
妨
げ
な
い
。

e

－〆

5

所
長
は
、
専
修
大
学
職
員
の
う
ち
か
ら
若
干
名
を
、
研
究
所
の
事

．務
職
員
と
じ
て
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
ハ
細
則
へ
の
委
任
〉

第
す
三
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
実
施
に

う
い
え
必
要
な
事
項
は
、
別
に
細
則
を
も
っ
て
定
め
る
こ
と
が
で
き

る叶
m
規
程
の
改
正
）

第
十
四
条
一
・ぺ．
乙
の
規
定
の
改
正
は
w

運
営
委
員
会
の
議
・を
経
で
、
二
所
員

総
会
に
提
案
し
、
そ
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

p

f

ご

ー
と
の
規
程
は
、
・昭
和
三
十
八
年
九
月
一
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

2
－
こ
の
規
程
施
行
の
際
現
に
研
究
所
の
所
長
で
あ
る
専
任
教
員
は
、

第
六
条
第
一
項
・の
一
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
規
程
施
行
日
に
亡
の
規

定
の
定
め
る
と
ζ

る
に
よ
る
一
所
長
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

3

こ
の
規
程
の
定
め
る
と
と
る
に
よ
る
最
初
の
所
員
は
、
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
所
長
が
寸
・社
会
科
学
研
究
所
組
織
委
員

会
の
議
を
経
て
、
こ
の
規
程
施
行
の
後
、
遅
滞
な
く
、
専
任
教
員
の
・

う
ち
か
ら
委
嘱
す
る
も
の
・と
す
る
。

4

所
長
は
、
前
幅
引
の
一
助
員
の
委
嘱
が
完
了
し
た
と
き
は
、
第
九
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
遅
滞
な
く
所
員
総
会
を
招
集
し
な
げ
れ
ば
な

ら
な
い
。

5

前
項
の
所
員
総
会
は
、
所
員
の
各
部
へ
の
所
属
、
部
長
候
補
者
の

承
認
、
運
営
委
員
と
な
る
べ
き
所
員
の
選
任
、
事
務
局
長
候
補
者
の

選
任
そ
の
他
研
究
所
の
組
織
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審

議
す
る
も
の
と
す
る
。

・附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
．施
行
す
る
。

附

則

402. 



こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

程規

403 




